
３月定例会の会議状況・３月定例会の議決結果

３月定例会の会議状況
2月19日（木）�本会議（招集～提案説明、質疑～委員

会付託）
  　    　　　　休憩中　総務常任委員会
  　    　　　　本会議（委員長報告～討論～表決）
3月  2日（月）本会議（提案説明、質疑～委員会付託）
  　    　　　　予算常任委員会（分科会付託）
  　  5日（木）総務常任委員会
  　    　　　　予算常任委員会第１分科会（質疑）
  　  6日（金）経済建設常任委員会

  　  6日（金）予算常任委員会第２分科会（質疑）
  　  9日（月）厚生環境教育常任委員会
  　    　　　　予算常任委員会第３分科会（質疑）
  　11日（水）予算常任委員会第４分科会（質疑）
  　17日（火）本会議（市政一般質問）
  　18日（水）本会議（市政一般質問）
  　    　　　　�予算常任委員会(分科会長報告（質疑）、

議員間討議、討論、表決）
  　24日（火）本会議（委員長報告～討論～表決）

３月定例会の議決結果
〇賛否が分かれた議案

項　　目 議　　　　案
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条例改正 国民健康保険条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ × ○

議　
長

○ ○ ○

当初予算
一般会計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ × 退 ○ ○ ○
国民健康保険事業特別会計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ × ○ ○ ○ ○
後期高齢者医療特別会計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ × ○ ○ ○ ○

意見書
従来の健康保険証に代わる資
格確認書の無条件の交付を求
める意見書の提出について

× × × × × × × × × × × ×○ ○ × ○ × ×

注）○：賛成　×：反対　―：採決に参加できない　欠：欠席　退：採決時に退席

〇全会一致の議案
≪条例改正≫
・行政手続条例
・印鑑条例
・�常勤の特別職職員の給与に関す
る条例
・職員等の旅費に関する条例
・職員退職手当に関する条例
・関谷文庫基金条例
・手数料条例
・子育ち支援会議条例
・企業立地促進条例
・市営住宅管理条例
・消防団員等公務災害補償条例
・議会委員会条例
・�議会政務活動費の交付に関する
条例

≪令和７年度補正予算≫
・一般会計（第６号）
・�南姫財産区事業特別会計（第１号）
・土地取得事業特別会計（第１号）
・駐車場事業特別会計（第１号）

・�国民健康保険事業特別会計（第
３号）
・介護保事業特別会計（第３号）
・�後期高齢者医療特別会計（第３号）
・水道事業会計（第３号）
・下水道事業会計（第４号）
・病院事業会計（第２号）
≪令和８年度当初予算≫
・南姫財産区事業特別会計
・土地取得事業特別会計
・駐車場事業特別会計
・市営住宅敷金等特別会計
・介護保険事業特別会計
・水道事業会計
・下水道事業会計
・農業集落排水事業会計
・病院事業会計
≪規程制定≫
・議会情報セキュリティ基本規程

≪規程改正≫
・�議会政務活動費の運用に関する
規程
・�議会の個人情報の保護に関する
条例施行規程

≪その他議案≫
・専決処分の承認
・市政監察契約の締結
・工事請負契約の変更
・財産の無償譲渡（２件）
・財産の無償貸付け（２件）
・第８次総合計画の変更
・市道路線の廃止（２件）
・市道路線の廃止及び認定（２件）
・市道路線の認定（５件）
・�東濃西部広域行政事務組合議会
議員選挙
・�閉会中の継続審査の申し出（多
治見市をごみの散らばっていな
いきれいなまちにする条例の一
部を改正するについて）

4たじみ議会だより　―市民の声を形に―
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改
正
趣
旨
は
、
次
の
３
点
で
す
。

（
１
）�

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
に
関
す

る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

（
２
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基
礎
賦
課
額
に
係
る
賦
課
限
度
額
お
よ
び
軽
減

判
定
所
得
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

（
３
）�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
被

保
険
者
な
ど
に
係
る
傷
病
手
当
金
の
給
付
を
受

け
る
権
利
が
令
和
７
年
５
月
を
も
っ
て
消
滅
し

た
た
め
、
こ
の
規
定
を
削
り
ま
す
。

［
施
行
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令
和
８
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４
月
１
日
。
賦
課
限
度
額
お
よ

び
軽
減
判
定
所
得
の
引
き
上
げ
は
、
令
和

８
年
度
の
保
険
料
か
ら
適
用

令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）
を
可
決

　
多
治
見
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
１
億

５
２
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千
円
を
増
額
し
、
５
３
２
億
５
０
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万
６
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
お
も
な
事
業
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
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令
和
７
年
12
月
定
例
会
の
一
般
会
計
補
正
予
算
に
計

上
し
た
ギ
フ
ト
カ
ー
ド
配
布
事
業
に
つ
い
て
、
金
融
機

関
換
金
手
続
き
費
用
な
ど
に
係
る
委
託
料
を
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す
る

も
の
で
す
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令
和
７
年
４
月
か
ら
開
始
し
た
第
２
子
以
降
に
お
け

る
３
歳
未
満
児
保
育
料
の
無
償
化
事
業
の
利
用
見
込
み

が
増
え
た
こ
と
に
伴
い
、
扶
助
費
な
ど
を
増
額
す
る
も

の
で
す
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用
途
廃
止
す
る
住
宅
（
南
姫
団
地
１
棟
（
４
戸
）、

旭
ケ
丘
第
３
団
地
１
棟
（
７
戸
）、
草
口
住
宅
団
地
１

棟
（
２
戸
））
の
解
体
な
ど
に
伴
い
工
事
請
負
費
を
増

額
す
る
と
と
も
に
、
国
庫
補
助
金
額
の
決
定
に
伴
い
、

工
事
請
負
費
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。
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市
政
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締
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多
治
見
市
職
員
に
よ
る
公
益
通
報
に
関
す
る
条
例
に

基
づ
く
市
政
監
察
契
約
に
つ
い
て
、
木
下
貴
子
弁
護
士

が
令
和
８
年
３
月
31
日
に
契
約
期
間
満
了
と
な
る
た

め
、
同
氏
と
引
き
続
き
市
政
監
察
契
約
を
締
結
す
る
も

の
で
す
。
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か
ら

　
　
　
　
　

 

令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で

第
８
次
多
治
見
市
総
合
計
画
基
本
計
画
の
変
更

　
避
難
所
環
境
充
実
を
目
的
と
し
て
、
学
校
体
育
館
へ

の
空
調
機
の
整
備
に
向
け
、
小
泉
小
学
校
と
陶
都
中
学

校
の
体
育
館
に
空
調
機
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

し
た
が
、
す
べ
て
の
市
立
小
中
学
校
体
育
館
に
空
調
機

を
整
備
す
る
よ
う
変
更
す
る
も
の
で
す
。

令
和
８
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
予
算
は
、

16
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

3
３
月
定
例
会
の

お
も
な
案
件

3月定例会のおもな案件

議
員
提
案
の
条
例
改
正
案
は
、閉
会
中
の
継
続
審
査
に

（
多
治
見
市
を
ご
み
の
散
ら
ば
っ
て
い
な
い
き
れ
い
な
ま
ち
に

す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

　
議
員
提
案
に
よ
る
発
議
第
1
号 

多
治
見
市
を
ご
み
の
散
ら
ば
っ
て
い

な
い
き
れ
い
な
ま
ち
に
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て
は
、

３
月
２
日
の
本
会
議
に
お
い
て
厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会
へ
付
託
さ

れ
、
３
月
９
日
に
開
催
さ
れ
た
同
委
員
会
で
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

委
員
会
に
お
い
て
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
の
申
し
出
を
す
る
こ
と
に

つ
い
て
提
案
が
あ
り
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
３
月
24
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
閉
会
中
の
継
続
審

査
に
付
す
こ
と
の
表
決
を
行
い
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

《
改
正
趣
旨
》

　

ご
み
の
散
ら
ば
っ
て
い
な
い
き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
に
一
層
資
す
る

よ
う
、
空
き
家
・
空
き
地
な
ど
に
お
け
る
竹
木
等
の
繁
茂
に
つ
い
て
も
、

条
例
の
所
掌
事
項
と
な
る
よ
う
改
正
す
る
も
の
。

《
継
続
審
査
す
る
理
由
》

　

規
定
す
る
竹
木
等
に
つ
い
て
、
剪せ

ん

定て
い

、
伐
採
等
を
要
す
る
竹
木
等
の

定
義
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
調
査
と
議
論
を
要
す
る

た
め
。

○
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
は
？

　

委
員
会
の
活
動
は
、
原
則
議
会
の
開
会
中
に
お
い
て
行
う
も
の
で
す

が
、
地
方
自
治
法
第
1
0
9
条
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
議

決
に
よ
り
付
議
さ
れ
た
特
定
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
閉
会
中
で
あ
っ
て

も
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
委
員
長
か
ら
議
長
に
対
し
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
を
申
し

出
て
、
議
会
に
お
い
て
こ
れ
が
可
決
さ
れ
た
場
合
は
、
議
会
を
閉
会
し

た
後
も
、
委
員
会
の
活
動
と
し
て
本
議
案
を
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
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